
令和７年度第２回本庄市地域包括支援センター運営協議会会議次第 

 
 日時：令和８年３月６日（金） 

午後１時３０分～ 
 場所：本庄市役所５階５０３会議室 

 
１ 開 会 

 
 

２ あいさつ 

 
 

３ 議 題 

審 議 事 項 
（１）本庄市地域包括支援センター運営方針（案）について（資料１） 
 
 

  報 告 事 項 
（１）令和７年度市及び地域包括支援センターの事業評価について 

（資料２－１、２－２） 
 
 
（２）介護予防支援等委託先事業所について（資料３） 

 
 

（３）令和８年度保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援 

交付金の集計結果について（資料４－１、４－２） 

 
 

４ その他 

 
 

５ 閉 会 



令和7年12月1日現在 （敬称略・順不同）
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委　員 恒
つね

屋
や

　昌一
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埼玉県理学療法士会
任期：令和6年4月1日
～令和9年3月31日

副会長 富沢
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　峰雄
みねお

（２）介護サービス事業者
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任期：令和6年4月1日
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　行信
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介護保険被保険者（第１号）
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すとう

　蓉子
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介護保険被保険者（第２号）
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委　員 久保
クボ

　敏枝
トシエ 本庄市民生委員・児童委員

協議会
任期：令和7年12月1日
～令和9年3月31日

委　員 齊藤
さいとう

　敏子
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本庄市社会福祉協議会
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本庄市地域包括支援センター運営協議会委員名簿
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資料１
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本庄市地域包括支援センター運営方針 

 
Ⅰ 策定の目的 

 この運営方針は、地域包括支援センター（以下「センター」という。）の運営

上の基本的な考え方や業務推進の方針等を示すことにより、センターの円滑な

運営と効率的な業務実施に資することを目的とします。 

 
 

Ⅱ センター設置の目的 

 高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けるために、医療・

介護・予防・住まい・生活支援サービスが一体的に提供される「地域包括ケア

システム」の深化・推進と共生社会を実現するための中核的な機関として、市

内に設置します。 

 設置主体は本庄市（以下「市」という。）であることから、市はセンターの

設置目的を達成するために体制整備等に努め、その事業運営について適切に関

与します。 

センターは、地域で暮らす高齢者の心身の健康保持、生活の安定、生きがい

づくり及び介護予防のために必要な相談・援助を行うことにより、保健医療の

向上及び福祉の増進を包括的に支援し、地域包括ケアを推進します。 

 
 

Ⅲ 基本的な運営方針 

１ 地域包括ケアの推進 

 市は、介護や支援が必要になっても、一人一人の状態に即した適切で効果的

なサービスを一体的に提供できる地域包括ケアシステムの深化・推進と共生社

会を実現するため、本庄市第１０次高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計

画に基づき、センターの機能強化や包括的支援事業の充実を図ります。 

 センターは地域包括ケアを推進するため、総合相談支援事業、権利擁護事

業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、介護予防ケアマネジメント

（第１号介護予防支援事業）、地域ケア会議の開催と支援体制の推進を基盤と

し、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事

業を連動させ、地域の実情に応じて包括的な支援を行います。 
 

２ 地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

 センターは、地域の住民や民生委員、自治会等の関係者の意見、地域ケア個

別会議や地域ケア課題整理会議等で把握された地域が抱える課題及びニーズか

ら、地域ごとに重点事項を定め、課題を解決していくための取組みを行いま

す。 

 例）・認知症及び独居世帯の高齢者等の生活状況の確認 

   ・社会的活動（ボランティア等）を希望する高齢者等の把握 等 
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３ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワ
ーク（地域社会との連携及び専門職との連携）構築の方針 

 センターは、高齢者を取り巻く多種多様な課題に対応するため、医療・介護

等の専門職及び、民生委員や自治会等の地域の関係者等から構成される地域ケ

ア個別会議を開催します。 

また、民生委員の定例会や住民主体の通いの場のほか、医療・介護等の多職

種が集まる研修会や、各関係機関が開催する会議に積極的に参加するなど、あ

らゆる機会を通じて、これらの関係機関との連携強化を意識し、高齢者を支援

するために顔の見える関係を作ります。 

 

４ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施方針 
 介護保険制度の基本理念は、「尊厳の保持」「自立支援」です。また、介護保

険法には、国民の努力及び義務として「自ら要介護状態となることを予防する

ため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める

とともに、要介護状態となった場合でも、進んでリハビリテーションその他の

適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する

能力の維持向上に努める」と規定されています。 

市は市民に対し、この考え方について、あらゆる機会を捉え周知・啓発を行

います。 

センターも、地域ケア個別会議や関係機関との会議、個別相談などいろいろ

な場面で周知・啓発を行います。 

センターは、介護予防ケアマネジメントを実施する際は、要支援者等に対す

るアセスメントを行い、自立支援の視点を踏まえた主体的かつ具体的な目標を

設定します。「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチした介護

予防の取組を生活の中に取り入れ、要支援者等のセルフケアに対する意識向上

や行動変容、自己評価ができるように支援します。また、要支援者等が介護サ

ービスを利用するだけでなく、住民主体の通いの場やインフォーマルサービス

等あらゆる社会資源の活用をとおして、地域の人との交流促進とつながりを強

化し、生きがいや役割を持って生活できるよう多様な選択を支援します。 

 

５ 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ
継続的な支援の環境の整備の実施方針 
 センターは、介護支援専門員からの個別相談を受けられるよう窓口の設置等

を行い、専門的な見地から日常的業務の相談等に応じ、支援困難なケースにつ

いては、具体的な支援方針を検討しながら助言・指導を行います。 

 また、センターは、定期的な情報交換会や介護支援専門員の資質向上に向け

た勉強会の開催、地域全体の関係機関等との連携体制構築など、包括的・継続

的な支援の環境を整備します。 
 

６ 地域ケア会議の運営方針 

 センターは、「みんなが今よりもっと元気に！！」なれるよう自立支援と重

度化防止を重視したケアプランの作成に向け、医師・歯科医師・薬剤師・管理



- 3 - 

 

栄養士・歯科衛生士・理学療法士などの専門職や民生委員等の地域の人々と協

働で検討を行う地域ケア個別会議・課題整理会議を開催します。 

また、センターは地域ケア個別会議から把握された地域課題とその対応・取

組（既存のサービスや地域の支え合い等で解決する取組。そこでは解決できな

いため市の施策で解決する取組。）などについて検討し、生活支援体制整備事

業の協議体と連携を取りながら、地域づくり・資源開発、政策立案に向けた提

言を行います。 

 市は、地域課題を解決するために提案された地域づくりや資源開発、政策立

案に向けた提言などを、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知

識を有する者、民生委員その他の関係者等により構成される地域ケア推進会議

において検討し、介護保険事業計画等への位置づけなど政策形成につなげてい

きます。 

 

７ 市との連携方針 

 センターは、その運営において常に市との連携を意識し、報告・連絡・相談

をすることとし、情報の共有に努めます。 

 市は、センターの設置の責任主体としてセンターと連携し、その活動を支援

していくとともに、市やセンター間の共通理解を深めるために定期的な連絡会

議等の開催や情報の提供を行います。 

 

８ 公正・中立性確保のための方針 

 センターは、公正・中立性を確保するために、介護サービス事業所や居宅介

護支援事業所を紹介した場合はその経緯を記録します。また、介護予防ケアマ

ネジメントや介護予防支援を居宅介護支援事業所に委託する場合は、１つの事

業所に偏ることがないようにし、市が設置する本庄市地域包括支援センター運

営協議会（以下「運営協議会」という。）へ報告をします。 

 運営協議会は、センターの設置、業務の方針、運営及び地域包括ケア等に関

することを所掌し、業務の評価等を行うなど、センターの設置及び運営に関与

します。 

 

９ その他地域の実情に応じて運営協議会が必要であると判断した方針 

 市は、地域の実情に応じて運営協議会が必要であると判断したものについて

は、方針として掲げるものとします。 

 

 

Ⅳ 業務推進の方針 
１ 共通事項 
（１）事業計画の策定 

  センターは、地域の課題やニーズを把握したうえで、地域の実情に応じた

重点課題や目標を設定し、地域ごとに特色ある事業計画を策定します。感染

症発生時及び自然災害発生時における業務継続計画について、職員間で共有

し、研修等により啓発・教育に努めます。 
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センターは、計画に基づき実施する事業について達成状況を分析・評価を

行い、必要な業務改善や質の向上を図ります。市はセンターの分析を支援

し、評価結果や課題を共有し、ともに対応策を検討することにより、効果的

な事業運営の継続に努めます。 
 

（２）職員の姿勢 

  センターの業務は、地域で暮らす高齢者が住み慣れた環境で自分らしい生

活を継続するための支援であることを念頭に置き、常に当事者に最善の利益

を図るために、職員全員が連携及び協力して業務を遂行します。 

 

（３）地域との連携 

  センターは、地域ケア個別会議・課題整理会議等の開催は元より、協議体

や民生委員の定例会、住民主体の通いの場等に積極的に参加し、地域の住民

や民生委員、自治会等の関係者と顔の見える関係の構築を図り、連携して高

齢者を支援します。 

  また、センターは、地域ケア個別会議等で把握された地域の課題を共有す

るために、高齢者等を含めた地域の関係者を集めて勉強会や意見交換会等を

開催します。 

 

（４）地域包括支援センター間の連携 

  センターは、センター間で積極的に情報交換を行い連携を深め、業務の標

準化やスキルアップを目指します。また、共通する課題に対して一緒に検討

し、解決するための取組みを行います。 

 

（５）個人情報の保護 
  センターは、関係法令を遵守し、情報管理マニュアルを作成して、個人情

報や業務に関する機密の保持に万全を尽くすとともに、情報の取扱いに関す

る研修等を行い職員に対する啓発・教育に努めます。 

  介護予防ケアマネジメントや介護予防支援を委託する場合には、委託契約

において関係法令を遵守し、厳重に取り扱うことを明記し、その保管に遺漏

のないよう助言・指導を行います。 
 

（６）広報活動 

  センターは、センターの役割や機能のほか、センターが行う事業や講座等

を周知するためにパンフレットや広報紙等を作成し、様々な場所や機関への

配布等を行うなど、地域住民及び関係者へ積極的に広報します。 

 

（７）住民意見・苦情等への対応 
センターは、高齢者の総合相談に対するワンストップ・サービスの窓口と

して臨機応変な対応に努めるとともに、センターに対する要望・意見等にも

適切に対応します。 
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  また、センターは、苦情対応マニュアルを整備し、苦情があった場合に

は、必要に応じ市に報告した上で速やかに対応し、苦情の内容やその対応等

について記録します。 

 

２ 個別事業の実施方針 
（１）包括的支援事業 

①総合相談支援事業 

   センターは、高齢者の様々な相談に応じ、適切なサービスや機関・制度

等につなぎ、継続的に支援します。相談内容によっては、社会福祉士、保

健師、主任介護支援専門員等の三職種がチームとして検討を行い、予測さ

れる課題や対応方針などを、それぞれの専門性を活かした視点から検討し

ます。市と相談内容を分析して、支援の質向上を図ります。 

また、高齢者や家族等からの相談を待っているだけでは、隠れた問題や

ニーズを発見できないため、民生委員等地域における様々な関係者とのネ

ットワークを構築し、関係者との連携のもと、地域の高齢者の心身の状況

や家庭環境等を把握することにより、支援が必要になる高齢者や家族等へ

の予防的対応や早期対応を図ります。 
 

②権利擁護事業 

   高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するためには、高齢者に暴力や

心理的苦痛等を与える虐待などの権利侵害から、社会全体で守っていくこ

とが必要です。そのため、センターは、「本庄市高齢者虐待対応マニュア

ル」に基づき早期発見・早期対応を行い、市と連携を図りながら適切な対

応を行います。 

また、成年後見制度等を積極的に活用した支援を行い高齢者虐待の防止

に取り組むとともに、高齢者を狙った悪徳商法や特殊詐欺などの消費者被

害の防止に努めます。 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

   センターは、地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援

するため、個別の相談の対応やサービス計画の検証、支援困難事例につい

ては具体的な支援方針を検討するなど、助言・指導を行います。 

   また、センターは、介護支援専門員のニーズを把握し、定期的に地域ケ

ア個別会議やケアマネ会議、情報交換会を実施するほか、地域の主任介護

支援専門員と連携を図り、介護支援専門員の資質向上に向けた取組みを行

います。 

センターは、地域の関係機関との連携・協力体制を整備し、地域の介護

支援専門員と関係機関の間の連携を支援します。 

 

④介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

   センターは、要支援者等に対するアセスメントを行い、自立支援の視点

を踏まえ、本人の能力を活かした主体的かつ具体的な目標を設定し、その

達成に向けて介護予防の取組を生活の中に取り入れ、自ら実施及び評価で
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きるよう支援します。また介護サービスの活用だけでなく、住民主体の通

いの場や趣味の集まり等地域で自立した生活を送るための活動を継続する

ことにより、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるよう、多様な

選択を支援します。 

   また、介護予防ケアマネジメントを委託する場合には、公正・中立性を

確保した上で委託先事業所を選定し、できるだけ初回の介護予防ケアマネ

ジメント実施時には立ち会うよう努め、適切に関与します。 

 

 ⑤在宅医療・介護連携推進事業 

   高齢者が疾病を抱えても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分ら

しい生活を続けるためには、地域における在宅医療・介護関係機関等の連

携による、切れ目のない医療・介護サービスの提供が重要です。 

センターは、地域の医療・介護の資源の把握や多職種と連携した在宅医

療・介護連携に関する相談支援、ACP の普及・啓発等在宅医療・介護連携

に関する理解促進のため、市町と情報を共有し、認知症施策と一体的に事

業を推進します。 

また、本人が自分らしい最期を迎えるための看取り介護のニーズへの対

応や、関係者が効果的に情報共有を行うためにＩＣＴの利用を促進しま

す。 

 

 ⑥生活支援体制整備事業 

   センターは、地域の住民や各種団体等の多様な主体や第 1 層生活支援コ

ーディネーターと連携しながら、高齢者の日常生活上の支援体制の充実・

強化及び社会参加の推進を一体的に図っていくため、日常生活圏域（第２

層）の生活支援コーディネーターをセンター職員より選任します。生活支

援コーディネーターは、高齢者の支援ニーズや多様な主体の活動状況につ

いて、情報収集及びほんじょうネット等を活用して可視化し、それを踏ま

えた生活支援・介護予防サービスの企画・立案や実施方法の検討に係る支

援、高齢者の支援ニーズとサービスとのマッチング等のコーディネート業

務を行います。また、そのコーディネート業務を支援する、地域住民や多

様な主体が参画した協議体とともに、地域のネットワークを構築し、高齢

者を支える地域づくりを推進します。 

 

ア 生活支援・介護予防サービスの開発・発掘のための取組み 

センターは、生活支援コーディネーターを中心に、今までに把握して

いる地域のニーズや住民活動はもとより、新たなサービスの担い手とな

る多様な主体や協議体、生活支援サポーターと連携し、生活支援・介護

予防サービスの充実に取り組みます。 

 

イ ボランティア等の支援の担い手に対する支援 

  センターは、生活支援や介護予防の担い手となるボランティア等が、

要支援者等に適切な生活支援や介護予防を提供し、必要時にはセンター

などの適切な機関に連絡することができるよう、介護保険制度や高齢者
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の特徴、緊急対応について研修を実施する等、地域の実情に応じて支援

します。 

 

ウ 地域ケア会議・既存資源、他施策の活用 

    センターは、地域ケア個別会議等で把握した地域ごとの課題及びニー

ズについて、生活支援コーディネーターや認知症地域支援推進員と情報

を共有し、地域に必要な資源を発掘するなど、多様な日常生活上の支援

体制づくりを認知症施策と一体的に進めます。また、地域のアセスメン

トやモニタリングを行う中で、地域資源を有効に組み合わせ活用できる

よう、生活支援コーディネーター等と連携します。 

 

 ⑦認知症総合支援事業 

   共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に伴い、認知症に

なっても本人の意思が尊重され、希望をもって暮らすことができるよう、

センターは、認知症地域支援推進員（以下「推進員」という。）を選任し

ます。推進員が中心となって、医療機関や介護サービス、地域の支援機関

等とのネットワーク形成と支援体制の構築を生活支援体制整備事業や在宅

医療・介護連携推進事業の施策と一体的に進め、地域の認知症の人に対す

るケアの向上を図り、市と協働して共生の地域づくりを推進します。 

 

  ア 認知症初期集中支援推進事業 

    センターは、認知症初期集中支援チームと連携して、認知症の人やそ

の家族に関わり、早期診断・早期対応につなげ、状況に応じた必要な支

援が提供されるよう調整を行います。 

 

イ 認知症地域支援・ケア向上事業 

センターは、推進員を配置し、若年の方も含めたあらゆる年代の認知

症の人に対して、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう関係機

関の連携を図るため、認知症ケアパスの活用促進、ネットワークを構築

するとともに、相談支援や支援体制を推進します。 

また、認知症カフェの開催や立ち上げ支援、多職種協働のための事業

実施に係る企画・調整を行うとともに、認知症の人本人からの発信を支

援し、本人及び家族の視点を活動に反映しながら進めます。 

推進員は、研修等に参加して知識を常に更新し、各事業の連携や地域

の支援体制の構築とともに、地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図

る取り組みを推進します。 

 

ウ 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 

認知症に関する正しい理解を深めるための普及・啓発のため、キャラ

バン・メイトとの連携のもと、地域や職域での認知症サポーター養成講

座の積極的な企画提案や開催に努めます。 

また、推進員がオレンジコーディネーターを兼務し、認知症の人本人

やその家族、認知症サポーター等からの情報を収集・分析してニーズを

把握し、認知症の人やその家族のニーズとチームオレンジの支援とのマ
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ッチングなど、チームオレンジの運営を支援します。センターはチーム

オレンジと協力し、地域の支援体制を推進します。 

 

（２）多職種協働による地域支援ネットワーク 

   センターは、介護サービスに限らず、地域の保健・医療・福祉サービス

やボランティア活動、インフォーマルサービスなど様々な社会資源と連携

することができる環境を整備するため、地域ケア個別会議の開催や関係機

関が開催する会議等に参加し、様々な機会を捉え多職種のネットワーク構

築に努めます。 

 

（３）その他 

①一般介護予防事業 

   センターは、些細な変化から生活機能が低下する例も多い高齢者の早期

発見・早期対応を図るため、地域から情報を得やすい関係性を作り、様々

な情報の把握に努め、支援が必要な高齢者を必要なサービスにつなげると

ともに、介護予防に関する普及啓発を行い、高齢者が積極的にセルフケア

の取組が実施できるよう働きかけます。 

センターは、高齢者が住民主体の通いの場等で役割を担うことや人との

つながりが介護予防につながることから、通いの場を充実・持続して運営

できるよう支援します。また、地域のサービスや高齢者が参加・活動する

場の充実、地域の互助の取組等への展開を積極的に考え、加速する高齢化

に対応できる地域づくりと介護予防を推進します。 

  

ア 介護予防教室 

   センターは、地域で実施するいきいき教室や介護予防出前講座等の介護

予防事業に積極的に参加し、地域において顔の見える関係を築きます。 

  

イ はにぽん筋力トレーニング（はにとれ）教室・はにぽんお口の健康体操 

   センターは、高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って生活できるた

めの居場所をつくるために、民生委員、自治会、シニアクラブ、社会福祉

協議会等と連携し、はにとれ教室の普及・充実を図ります。また、地域で

活動しているはにとれサポーターのフォローアップ研修会やサポーター養

成講座へも積極的に参加し、サポーターと円滑な連携が取れるよう顔の見

える関係を築きます。 

 

 ②介護者教室 

   センターは、在宅介護を行っている方等を支援するため、実践的な介護

に関する教室を実施します。 



令和７年度 市及び地域包括支援センターの事業評価について 
 
１．概要 
・地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化については、「地域包括支援センターの事業を通

じた機能強化について（通知）」（平成３０年７月４日老振発第 0704 第１号厚生労働省老健局振興課長

通知）に基づき、平成３０年より全国統一の評価指標を用いて実施されてきた。 
・センターが地域において求められる機能を十分に発揮するために、市及びセンターで人員体制及び

業務の状況を把握・評価し、事業の質向上のための改善を図ることにより、地域包括ケアシステムの

深化に向けた取組を加速させることを目的としている。 
・令和７年度より、市町村が掲げる地域包括支援センターの事業の実施方針に沿った事業評価と、地

域の実情に合わせた地域包括支援センターの機能強化を図るため、評価指標が見直された。 
（参考資料） 
 
２．実施時期 
・令和７年８月８日  調査票提出 
・令和８年２月２５日 集計結果共有 
 
３．評価指標 
 別紙 資料２－２参照 
 
４．結果 
（１）市町村別レーダーチャート 
  市町村指標 センター指標 
評価分野 本庄市 埼玉県 全国平

均 
本庄市 埼玉県 全国

平均 
1. 地域包括ケアシステムの構築・推進 100.0% 75.1% 68.7% 75.0% 91.8% 88.3% 
2. 組織・運営体制 78.6% 78.3% 73.9% 78.1% 91.9% 90.5% 
3. 総合相談支援事業 100.0% 85.7% 84.8% 80.0% 92.1% 91.1% 
4. 権利擁護事業 100.0% 86.1% 87.0% 80.0% 91.0% 91.0% 
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業 
80.0% 66.7% 67.8% 78.1% 80.2% 78.2% 

6. 地域ケア会議 100.0% 79.9% 74.4% 100.0% 90.0% 88.2% 
7. 介護予防ケアマネジメント・介護予防支

援事業 
60.0% 57.0% 54.8% 100.0% 90.3% 86.8% 

8. 包括的支援事業（社会保障充実分） 100.0% 96.8% 90.8% 100.0% 95.2% 91.5% 
 
 
 
 

資料２－１



 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（２）センター別 
評価分野 本庄市 全国平

均 
本庄西

地域包

括支援

センタ

ー本庄

市社会

福祉協

議会 

本庄東

地域包

括支援

センタ

ー安誠

園 

本庄南

地域包

括支援

センタ

ーシャ

ローム 

児玉地

域包括

支援セ

ンター 

1. 地域包括ケアシステムの構築・推進 75.0% 88.3% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 
2. 組織・運営体制 78.1% 90.5% 75.0% 87.5% 75.0% 75.0% 
3. 総合相談支援事業 80.0% 91.1% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 
4. 権利擁護事業 80.0% 91.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業 
78.1% 78.2% 75.0% 87.5% 87.5% 62.5% 

6. 地域ケア会議 100.0% 88.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
7. 介護予防ケアマネジメント・介護予防

支援事業 
100.0% 86.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

8. 包括的支援事業（社会保障充実分） 100.0% 91.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）未得点項目について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
５．今後について 
・市とセンターとで対話を重ね、事業評価の結果を確認・分析、課題を共通認識し、事業の見直しや

改善を図るための対応策など検討を行っていく。 



地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について（通知）の一部改正について　老認発0607第１号　令和６年６月７日

参考資料







資料２－２













































所在 指定居宅介護支援事業所

本庄市 ラパン居宅介護支援

本庄市
居宅介護支援事業所

ゆたか本庄

本庄市
アビアント

居宅介護支援事業所

本庄市 くぼ居宅介護支援事業所

本庄市
セレーノ

居宅介護支援事業所

所在 指定居宅介護支援事業所 住　　　　　所 本庄西 本庄東 本庄南 児玉
吉沢病院指定介護支援センター 1216-1 〇 〇 〇
居宅介護支援事業所のんびり森 日の出3-1-12 〇 〇
居宅介護支援　ちとせ 日の出3-3-6 〇 〇
居宅介護支援事業所ふくしまライフサポート 寿2-4-10 〇
ケアプランセンタージャム 西五十子446-15 〇 〇 〇
居宅介護支援センター　彩 西五十子634-4 〇 〇
トマト村 早稲田の杜5-14-8 〇 〇 〇
あずみ苑本庄 西富田739-1 〇 〇
シャローム居宅介護支援センター 今井１２５１－１ 〇 〇
ケアプラン四季 四季の里2-15-9 〇 〇 〇
居宅介護支援事業所　翔 前原1-3-7-Ｂ102 〇 〇
しゃくなげケアプランセンター 前原2-2-3 〇
在宅介護支援センター安誠園 本庄3-1-21 〇 〇
本庄居宅介護支援センター 小島5-6-1 〇
ライフプランシナモン 北堀705-1 〇 〇 〇 〇
ラパン居宅介護支援 前原2-3-22 〇
居宅介護支援事業所ゆたか本庄 前原1-12-15 〇
ひまわり児玉 児玉町入浅見838-3 〇
児玉居宅介護支援センター 児玉町金屋1302-1 〇
あゆみ居宅介護支援事業所 児玉町金屋1465-15 〇
ベル居宅介護支援事業所 児玉町八幡山274-1 〇
むさしの居宅介護支援サービス 児玉町飯倉170-3 〇 〇
居宅介護支援センター「けいあい」 美里町小茂田749 〇 〇
居宅介護支援事業所　陽寄りの丘 美里町甘粕139-7　篠原ビル 〇 〇 〇
居宅介護支援事業所　ももよの丘 美里町白石2323-1 〇
在宅介護支援センターいずみ 神川町上阿久原567 〇
ケアプラン結い 神川町関口133-1 〇
かみさと居宅介護支援事業所 上里町堤487-1 〇
生協介護センター　こだま 上里町七本木3556-4-102 〇 〇
ケアプラン心の里 上里町七本木420 〇 〇
ケアプランさわやか 上里町七本木2169-9 〇
ハピネスケアセンター 上里町神保原町354-2 〇 〇 〇
スマイルケアサポート 深谷市上柴町東5-15-20 〇
居宅介護支援事業所ウェルーツ 深谷市見晴町4-64-A号室 〇

高崎市 城東ケアプラザ 高崎市栄町2-2 〇

深谷市

美里町

本庄市

報　告　事　項
（２）介護予防支援等委託先事業所について

●新規に委託した指定介護予防支援等業務を行う居宅介護支援事業所

住　　　　　所 開始月

本庄市前原1-12-15 令和７年９月

本庄市前原2-3-22 令和７年３月

本庄市小島南3-4-20 令和７年１２月

神川町

上里町

本庄市けや木3-1-1 令和８年１月

介護予防支援等委託先事業所一覧（令和８年１月分）

本庄市児玉町塩谷155 令和８年１月

資料３
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